
住まいに関する支援制度一覧

市町村名：　　藤岡市　　　　　

区分 事業名称 融資・助成の対象となる（工事）内容 対象（者）要件 限度額

融資利率
（利子補給の

場合は
利子補給率）

融資期間 申請/募集時期 募集枠 担当課
電話番号

（申込・問合せ先）
ＨＰ掲載（リンク先） その他

住宅用火災警報器設置費 助成 藤岡市住宅用火災警報器設置費補助金

 次のいずれにも該当する住宅に設置する警報器であること。
1.補助対象者が所有し、かつ、居住する住宅
2.平成18年5月31日までに建築された住宅
3.国家検定に合格した警報器であること。

次の要件のいずれにも該当する方
1.市内に住民登録があり、その住所地に居住している方
2.65歳以上の方
3.ひとり暮らし又は高齢者世帯の方
4.住民税非課税世帯の方
5.市税を滞納していない方（世帯員を含む。）
6.他の制度による警報器の給付又は貸与を受けていない方（世帯
　 員を含む。）

上限5,000円 1/2 ー 随時 予算の範囲内 地域安全課
（直通）
0274-22-7444

https://www.city.fujioka.gun
ma.jp/soshiki/somubu/chiiki
anzen/3/7464.html

1世帯1回限り

藤岡市住宅用防犯設備設置
費補助金 助成

藤岡市住宅用防犯設備設置費補助金

自身が居住する住宅に設置する以下の防犯対策用品（新品）
の購入及び設置
【対象となる防犯対策用品】
家庭用防犯カメラ、カメラ付き家庭用インターホン、センサーラ
イト、 防犯フィルム、補助錠

次のいずれの要件にも該当する人
1.市内に住民登録があり、その住所地に居住している人
2.65歳以上の人又は満65歳以上の人と同一の世帯に属する人
3.市税を滞納していない人（世帯員を含む）
4.暴力団員等でない人（世帯員を含む）
5.他の制度による防犯設備の補助を受けていない人

上限20,000円 1/2 随時 予算の範囲内 地域安全課 （直通）0274-40-2245
https://www.city.fujioka.gun
ma.jp/soshiki/somubu/chiikia
nzen/1/4/11040.html

1世帯1回限り

地域材利用 助成 ふるさとの木でつくる木造建築支援事業

地域材（「ぐんま優良木材」のうち「藤岡市内で伐採された木
材」または「藤岡市内のぐんま優良木材認証工場で製材され
た木材」）を使用して、居住するための住宅又は店舗・事務所
などを市内に新築、増改築する人を支援する。

1.（新築住宅）延べ床面積が80㎡以上、280㎡以下の一戸建て
2.新築は地域材を８㎥以上、増改築は1㎥以上を使用
3.施工業者が一式工事の許可を受けている
4.申請した年度内に新築は上棟、増改築は事業を完了
上記の内容を満たすこと

地域材1㎥当たり３万円
（住宅上限４５万円／非住宅上限６０万円）

転入者への補助
（追加１０万円）

随時 森林課
（直通）
0274-50-4441

https://www.city.fujioka.gun
ma.jp/soshiki/sinrinkankyobu
/shinrin/ringyoshinko/hurus
atonoie.html

ﾘﾌｫｰﾑ資金 助成
重度身体障害者（児）
住宅改造費補助

該当する者のために行う浴槽、便器、玄関、台所及びその他
の市長が特に必要と認めた改造工事で、当該年度内に事業を
開始し、完了する事業に対して補助をする。ただし、介護保険
の居宅介護（支援）住宅改修費または重度身体障害者等に対
する日常生活用具給付事業の住宅改修費を受けた後、なお
それらの給付額を超える改造経費がかかる場合についてはそ
の超過額を補助対象とすることができる。

1.市内に居住する者
2.身体障害者手帳の交付
3.下肢障害1・2級、体幹障害1・2級、下肢及び体幹の重複障害
　 1・2級、視覚障害1級、上肢障害1・2級（ただし、それぞれ上肢
　 4級以上）

補助対象となる改造経費と補助基本額600,000円
とを比較して少ない方の額に6分の5を乗じて得た額
以内とし、1,000円未満は切り捨てるものとする。

随時 福祉課
（直通）
0274-40-2384

https://www.city.fujioka.gun
ma.jp/kenko/shogaishafuku
shi/3/5/3739.html

原則として1世帯1回限り

ﾘﾌｫｰﾑ資金 助成
重度障害児者日常生活用具給付事業
住宅改造費給付事業

住宅改修費の対象となる範囲は、手すりの取付け、床段差の
解消、滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更、引
き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、その
他前記の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動障害（移
動障害に限る。）を有する身体障害者及び学齢児以上の身体障害児
であって、障害等級3級以上。ただし、特殊便器への取替えについて
は上肢2級以上の身体障害児者であって、排便後の処理が困難な者
（障害児は原則として学齢児以上。）
給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの（借家の場合
は家主の承諾を必要とする。）であり、かつ、身体の状況、住宅の状況
等を勘案して福祉事務所長が必要と認める場合に給付する。

200,000円 随時 福祉課
（直通）
0274-40-2384

https://www.city.fujioka.gun
ma.jp/kenko/shogaishafuku
shi/3/5/3830.html

原則1回

住宅家賃 助成
生活困窮者自立支援法
住居確保給付金

離職などにより住居を失った、もしくは失うおそれの高い者に就
職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間家賃相当
額を支給する。

・離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそ
  れのある者
・離職して２年以内、又は個人の都合によらないで収入が減少し就
  労の状況が離職と同程度の状況にある者
・収入及び資産が、収入要件、資産要件の範囲内であること

30,700円（単身世帯）

39,900円（複数世帯）
随時 福祉課

(直通)
0274-40-2297

市社協（福祉課内）
0274-25-8456

https://www.city.fujioka.gun
ma.jp/kenko/chiikifukushi/2
/3761.html

原則3ヶ月

太陽光発電システム・蓄電シス
テム・V2H設置費

助成
藤岡市住宅用再生可能エネルギー設備等
設置費補助金

①住宅用太陽光発電システムの設置（②の蓄電システム
　 と同時設置に限る）
②定置用リチウムイオン蓄電システムの設置
③電気自動車等用充放電システム（V2H）の設置

以下の要件を全て満たしている方
(1)市内の自ら居住する住宅（住宅部分の面積が1/2以上の併用
　　住宅を含む）に、対象設備を設置する、又は居住実績のない市
　　内の対象設備付き住宅を購入し、居住しようとする方
(2)市税を滞納していないこと。ただし、転入する予定、又は転入して
　　から1年以内の場合は、転入前市町村においても市税を滞納し
　　ていないこと
(3)建物の所有が申請者以外又は共有者がいる場合、書面によ
　　り設置承諾を受けていること
(4)過去に同じ住宅で同一の対象設備に係る市の補助金の交付を
　  受けていないこと

①太陽光発電システム（蓄電システムと同時設置
　 に限る）1kWあたり2万円（上限8万円）
②蓄電システム（太陽光発電システムと同時設
　 置）1kWhあたり2万円（上限10万円）
 　蓄電システム（単体設置）1kWhあたり1万円（上
　 限5万円）
③V2H  定額5万円

令和8年4月1日～
令和9年3月26日

予算の範囲内 環境課
（直通）
0274-40-2264

https://www.city.fujioka.gun
ma.jp/soshiki/sinrinkankyobu
/kankyo/hojo/9127.html

設備要件あり
太陽光発電システム単体での設置は
補助対象外
年度の3月26日までに設置完了、実
績報告書を提出すること

合併処理浄化槽設置費
助成

藤岡市浄化槽設置整備事業補助金

専用住宅で、単独処理浄化槽もしくは汲み取り槽を撤去（また
は単独処理浄化槽を雨水貯留槽等に再利用）し、処理対象
人員10人以下の合併処理浄化槽を設置する工事（小規模店
舗等を併設した住宅を含むが、居住部分の床面積が1/2以上
であることが条件）

・市が定める地域内であること
・補助事業期間内に浄化槽が設置できること
・住宅を継続的に使用すること
・市税を滞納していないこと　ほか

単独処理浄化槽もしくは汲み取り槽からの転換
5人槽：644,000円
7人槽：686,000円
10人槽：776,000円

― ―
４月～1月末（リフォー
ム・建替えの場合は9
月末まで）

予算の範囲内 下水道課
（直通）
0274-40-2327

https://www.city.fujioka.gun
ma.jp/soshiki/jogesuidobu/g
esuido/7_1/1141.html

住宅の新築に関する融資等（勤
労者住宅資金等）

融資 藤岡市勤労者住宅建設資金 新築・増改築・建売・中古住宅の購入、土地の取得 市内に自ら居住するための住宅を新築・購入しようとする勤労者 7,500,000円以内 2.50% 20年以内 4月～翌年2月 予算の範囲内 商業観光課

(代表)
0274-22-1211
（内線2318）
(直通)
0274-40-2318

https://www.city.fujioka.gun
ma.jp/soshiki/keizaibu/shok
okanko/7/1/8932.html

申込窓口：市内に本支店のある金融
機関、中央労働金庫、農業協同組合

耐震診断費 助成 藤岡市木造住宅精密診断補助事業 精密診断及び図面復元

①次の全てを満たす市内の木造住宅
　・昭和56年5月31日以前に建築された住宅または併用住宅（住
　  宅部分の床面積が1/2以上）
　・建築基準法に適合している住宅
　・在来軸組工法で建築された地上階数2階以下の住宅　ほか
②市町村税（特別区税を含む。）を滞納していないこと

（精密診断）
50,000円

（図面復元）
100,000円

精密診断1/2

図面復元1/2

令和8年5月11日～令
和8年8月31日
ただし、着手前に申請
が必要

※先着順

1戸 建築課

(代表)
0274-22-1211
（内線2827）
（直通）
0274-40-2827

https://www.city.fujioka.gun
ma.jp/soshiki/toshikensetsu
bu/kenchiku/2/taishin_1/ho
joseido/seimitsushindan.html

精密診断が完了した日から起算して
30日を経過した日又は補助金の交付
の決定を受けた日の属する年度の3月
15日のいずれか早い日までに、完了
報告をすること。

耐震改修費 助成 藤岡市木造住宅耐震改修補助事業 耐震改修工事及び工事監理
①木造住宅の一般診断又は精密診断を受けた結果、耐震改修が
　 不足する住宅　ほか
②市町村税（特別区税を含む。）を滞納していないこと

1,150,000円 4/5

令和8年5月11日～令
和8年8月31日
ただし、着工前に申請
が必要

※先着順

1戸 建築課

(代表)
0274-22-1211
（内線2827）

（直通）
0274-40-2827

https://www.city.fujioka.gun
ma.jp/soshiki/toshikensetsu
bu/kenchiku/2/taishin_1/ho
joseido/mokuzojutakutaishin
kaishu.html

耐震改修工事が完了した日から起算
して30日を経過した日又は補助金の
交付の決定を受けた日の属する年度
の3月15日のいずれか早い日までに、
完了報告をすること。

ブロック塀等撤去費 助成 藤岡市ブロック塀等撤去費補助事業 ブロック塀等撤去

①次の全てを満たす市内のブロック塀等
　・建築基準法上の道路または通学路に沿って設置されているもの
　  であること
　・道路等又は地表面から当該ブロック塀等の上端部までの垂直距
　  離が1.2メートルを超え、かつ、その設置されている水平距離が1
　　メートルを超えるものであること
　・ブロック塀の点検のチェックポイント（建築物の既設の塀の安全
　 点検について（平成30年6月21日付け国住指第1130号））によ
　 る点検の結果、項目に不適合があり危険性が確認されるものであ
　 ること
②市内に事業所を置く法人又は個人事業主が請け負う撤去工事で
　 あること
③市町村税（特別区税を含む。）を滞納していないこと

50,000円 2/3

令和8年4月8日～
令和8年10月30日
ただし、着工前に申請
が必要

※先着順

10件 建築課

(代表)
0274-22-1211
（内線2827）

（直通）
0274-40-2827

https://www.city.fujioka.gun
ma.jp/soshiki/toshikensetsu
bu/kenchiku/2/taishin_1/ho
joseido/burokkubeitekkyohoj
okin.html

ブロック塀等撤去工事が完了した日か
ら起算して30日を経過した日又は補
助金の交付の決定を受けた日の属す
る年度の2月末日のいずれか早い日ま
でに、完了報告をすること。


